
瀬戸 議会会議規則 一部を改 規則を 公  

成 月 日 

瀬戸 議会議長 三 木 雪 実  

瀬戸 議会規則第 号 

  瀬戸 議会会議規則 一部を改 規則 

 瀬戸 議会会議規則 昭和 瀬戸 議会規則第 号 一部を次

う 改  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定 下

線 示 う 改

改  改 前 

目次 

第 章 表決 第 条―第 条  

第 章 公聴会及び参考人 第 条 ―第

条  

第 章 請願 第 条―第 条  

第 章 秘密会 第 条・第 条  

第 章 辞職及び資格 決定 第 条―第

条  

第 章 規 第 条―第 条  

第 章 懲罰 第 条―第 条  

第 章 会議録 第 条・第 条  

第 章 議員 派遣 第 条  

第 章 補則 第 条  

目次 

第 章 表決 第 条―第 条  

 

 

第 章 請願 第 条―第 条  

第 章 秘密会 第 条・第 条  

第 章 辞職及び資格 決定 第 条―第

条  

第 章 規 第 条―第 条  

第 章 懲罰 第 条―第 条  

第 章 会議録 第 条・第 条  

第 章 議員 派遣 第 条  

第 章 補則 第 条  

第 章 公聴会及び参考人 

公聴会開催 手続  

第 条  会議 い 公聴会を開く議決

あ 議長 そ 日時 場所及び意

見を聴 う 案件そ 他必要 事項を公示

 

 

意見を述べ う 者 申出   



 

第 条  公聴会 出席 意見を述べ う

者 文書 あ めそ 理由及び案

件 対 賛否を 議長 申 出

い  

 

公述人 決定  

第 条  公聴会 い 意見を聴 う

利害関係者及び学識経験者等 以下 公述

人 いう 前条 規定 あ

め申 出 者及びそ 他 者 中 議会

い 定め 議長を経 本人 そ 旨を通知

 

 前条 規定 あ め申 出 者 中

そ 案件 対 賛成者及び反対者 あ

一方 偏 い う 公述人を選

い  

公述人 発言  

第 条  公述人 発言 う

議長 許可を得 い  

 公述人 発言 そ 意見を聴 う 案

件 範囲を超え い  

 公述人 発言 そ 範囲を超え 又 公述人

不穏当 言動 あ 議長 発言を

制 又 退席させ  

議員及び公述人 質疑  

第 条  議員 公述人 対 質疑を

 

 公述人 議員 対 質疑を

い  

代理人又 文書 意見 陳述  

第 条  公述人 代理人 意見を述べさ

せ 又 文書 意見を提示

い 議会 特 許可 場合

限 い  

 

参考人  

第 条  会議 い 参考人 出席を求め 

 



 

議決 あ 議長 参考人 そ

日時 場所 意見を聴 う 案件そ 他必

要 事項を通知 い  

 第 条 第 条 及び第 条

規定 参考人 い 準用  

   第 章 請願 

   第 章 秘密会 

   第 章 辞職及び資格 決定 

   第 章 規  

第 章 懲罰 

   第 章 会議録 

   第 章 議員 派遣 

   第 章 補則 

 

 

 

 

 

第 章 請願 

   第 章 秘密会 

   第 章 辞職及び資格 決定 

   第 章 規  

第 章 懲罰 

   第 章 会議録 

   第 章 議員 派遣 

   第 章 補則 

附 則 

規則 公 日 施行  


